
当行の内部統制システムとして、頭取直轄の監査部を設置し、本部・営業店の業務執行を独自に監査できる体

制を構築しています。監査部は監査役のほか、外部監査人との連携も強化しています。また、営業部門から独立

したコンプライアンス統括部が頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を、また、総合企画部が同じく頭取

を委員長とするリスク管理委員会を運営しており、牽制機能を保ちながら行内の法令遵守態勢、リスク管理態勢

の強化に努めています。

高い企業倫理

会社の機関の概要

コンプライアンスとは、法律や内部規定、業界ルール等を厳格に遵守することをいいます。当行では、銀行の

持つ社会的責任と公共的使命の重さを強く認識し、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして認識する

とともに、すべての業務の基本として位置付けています。

当行では、企業の公共性、透明性を高め、地域社会や株主、お取引先の信認を得るために、コーポレート・

ガバナンス（企業統治）の強化を経営上の重要課題として取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス（企業統治）について

コンプライアンス体制
コンプライアンスの日常管理については、コンプライアンス運用規程に基づき、半期ごとにコンプライアン

ス・プログラム（実践計画）を作成し、コンプライアンス・マニュアル等による啓蒙・教育や自己チェック、監

査等により法令遵守の徹底を図っています。

また、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンス上の課題について、毎月

協議・検討しています。さらに「コンプライアンス委員会」の下部組織として、「コンプライアンス連絡会」を設

置し、コンプライアンス臨店、事務臨店指導、監査部監査におけるコンプライアンスに関する問題点の早期改善

に向けた具体的対応策の検討等を行っています。

当行は監査役制度を採用しており、全監査役３名のうち２名は社外監査役です。監査役会では、取締役の経営

執行状況に対する監視を最重要テーマの一つに掲げています。経営の意思決定機関としての取締役会、役付取締

役により構成される常務会等の機能強化を図るとともに、取締役会、常務会をはじめ重要会議への監査役の出席

と意見を述べることを義務付け、監視強化を図っています。

内部統制システムの整備状況

コンプライアンス（法令遵守）について

6

コンプライアンス体制図
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当行では、各種リスクが経営に及ぼす影響を最小限にとどめ金融機関としての健全性を維持するため、「リス

ク管理基準」を定め、取締役会を頂点とするリスク管理体制を構築しています。取締役会の下にリスク管理委員

会を中心とした、信用リスク委員会、ＡＬＭ委員会、事務リスク・システムリスク委員会等、各種リスク委員会

を設置し、原則として毎月１回、各種リスクに関する報告・検討を行っています。そして、各リスク委員会での

審議事項についてはリスク管理委員会へ、更に取締役会へ付議・報告を行っています。

リスク管理体制

高い企業倫理

※リスク管理とは：銀行の営業活動において生じる様々な危険性を予測して、危険を避ける対策を講じたり、取り除いたりしながら、お預りし
ている預金や銀行の資産等を保全することを主な目的とした管理のことをいいます。

■ 信用リスク
貸出先等の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少または消失し、当行が損失を被るリスク
現在、信用格付システム、自己査定システム、不動産担保評価システムなど各種システムを導入し、信用リスクの計量

を行っております。今後もシステムの導入を図りながら、信用リスク計量の更なる高度化を目指して参ります。
■ 流動性リスク

経済情勢や市場環境の変化等により、必要な資金が確保できなくなり資金繰りに支障をきたす場合や、資金の確保におい
て通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
「非常時の資金繰り・現金手配対応マニュアル」を制定し、非常時の現金手配方法等を定めています。非常事態におい

ても、お客さまにご迷惑をお掛けしないように万全の対応を心掛けています。
■ 市場リスク

市場取引における金利、有価証券の価格、為替等の様々なリスクファクターの変動により、保有する資産の価値が変動し
損失を被るリスク（金利リスク、価格変動リスク、為替リスク）
※この他、市場リスクに付随した「市場関連リスク」として、信用リスク、市場流動性リスク、事務リスク、法務リスク、顧客リスク等があります。

市場リスク量の把握のため、新たなＡＬＭシステムの導入作業を行っております。金利上昇局面を迎えて、市場リスク
計量の高度化を更に推し進めて参ります。

■ 事務リスク
行員が正確な事務を怠る、或いは、事故・不祥事等を起こすことにより信用低下が生じ、銀行が損失を被るリスク
行員の正確な事務を徹底するため、事務部事務指導グループによる営業店の事務指導を継続して実施しています。また、
コンプライアンス統括部による営業店の法令遵守態勢の監査も継続して実施し、不祥事件の未然防止に努めています。

■ システムリスク
コンピュータシステムの停止または誤作動、システム不備等により当行が損失を被るリスク及び、コンピュータまたは情
報資産の不正使用等により損失を被るリスク
コンティンジェンシープランとして「オンライン障害時の対応マニュアル」、「緊急時の営業店事務処理」等を制定し、シ

ステム障害や自然災害等によるオンライン障害発生時の、迅速なシステムの復旧とお客さま対応等について定めています。
■ 法務リスク

銀行経営、銀行取引等に係る法令、規程等に違反する行為またはその恐れのある行為、或いは、各種取引、訴訟等におい
て法律関係の不確実性・不備等があることによって、信用の失墜を招き損失を被るリスク
コンプライアンス（法令遵守）を徹底するため、「コンプライアンス・ガイドブック」を制定し、その中で「行動憲章」

や「コンプライアンス・マニュアル」を定め、より高度な倫理観の涵養に努めています。更に内部チェック機能としてコ
ンプライアンス委員会を設置し、法令遵守態勢の強化に努めています。

■ レピュテーショナルリスク
種々の緊急事態の発生による風評や、当行の経営内容が誤って伝えられることにより、当行の経営にとってマイナスの影
響及び、直接・間接を問わず不測の損失を被るリスク
コンティンジェンシープランとして「風評リスク対応マニュアル」、「ペイオフ対応営業店マニュアル」を制定し、不測

の事態に備えた、非常時のお客さま対応方法等を定めています。
■ イベントリスク

犯罪・自然災害等偶発的に発生した事件・事故等により、通常の営業体制の維持が困難となるリスク
コンティンジェンシープランとして「緊急時の営業店事務処理」を制定し、非常事態における営業店のお客さま対応方

法等を定めています。

各種リスクの定義と当行の対応状況

リスク管理体制図
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金融商品の勧誘方針

「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」の策定
お客さまの個人情報ならびに当行の業務上の取引に関連して取得する個人情報についての適正かつ厳格な利用

と管理に関する考え方・取扱方針を定めています。

1.個人情報保護に関する法令等の遵守について
当行は、個人情報の取扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律施行令」、「個人情報の保

護に関する基本方針（平成16 年4月閣議決定）」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（平成16年12月金

融庁告示）」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針（平成17年1月金

融庁告示）」および全国銀行協会制定の自主ルール等を遵守いたします。

2.個人情報の取得、利用および第三者への提供について
（1） 当行は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得することはいたしません。また、機微（センシティブ）情報（政治

的見解、信教、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保険医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する

情報）については、金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲

で同情報を取得、利用または第三者への提供を行う場合、法令等に基づく場合等を除き、その取得、利用または第三者への

提供はいたしません。

（2） 当行は、個人情報の取得、利用にあたっては、その利用目的を特定し、当行のホームページ等で公表することといたしま

す（お客様との円滑な取引や、お客様へのより良いサービスの提供のために個人情報を取得、利用するというのが基本的な

考え方です）。また、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、当行のホームページ等で公表することとい

たします。なお、与信事業に際して個人情報を取得する場合には、その利用目的についてご本人の同意を得ることといたし

ます。

（3） 当行は、ご本人の同意を得ている場合、法令に基づく場合等を除き、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

扱うことはいたしません。

（4） 当行は、当行とご本人との間で契約を締結することに伴って、直接書面に記載されたご本人の個人情報を取得する場合に

は、上記2.(2）の公表にかかわらず、その利用目的をご本人に明示することといたします。

金融商品の勧誘方針５ヵ条

当行は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘にあたって、次のとおり「勧誘方針5ヵ条」

を策定し、これを遵守します。

個人情報保護について
当行は、平成17年4月1日からの「個人情報の保護に関する法律」の全面施行に伴い、以下の取組みを実施し、

今後も個人情報の適正かつ厳正な利用・管理に努めてまいります。

第一条　私たちは、お客さまの目的、知識、経験、および財産等の状況に照らし、適切な商品の勧誘を行います。

第二条　私たちは、お客さま自身の判断によって、商品の選択・購入を決めていただけるよう、商品内容やリスク

など重要事項について、適切な説明を行います。

第三条　私たちは、断定的判断の提供や事実でない情報の提供など誤解を招くような勧誘は行いません。

第四条　私たちは、お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所での勧誘は行いません。

第五条　私たちは、お客さまに対して適切な勧誘が行えるよう商品知識の習得など自己研鑽に努めます。

〔金融商品の販売に関するお問い合わせ窓口〕

株式会社　佐賀共栄銀行　営業推進部
ＴＥＬ　0952-26-5813（直通）

受付：月曜日から金曜日
（但し、銀行休業日を除く）
午前9時から午後5時まで

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
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（5） 当行は、ご本人の同意を得ている場合、法令に基づく場合等を除き、取得した個人データ（注）を第三者に提供すること

はいたしません。

（注）『個人データ』とは、個人情報のうち、個人情報データベース等（個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を

電子計算機で検索できるように体系的に構成したもの等）を構成するものです。

（6） 当行では、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを外部に委託することがありますが、当該委託にあたっ

ては、委託する個人データの適正な取扱いが確保されるための契約を締結し、定期的にその取扱い状況を点検いたします。

また、当行では、当行の子会社等との間で個人データを共同利用することがありますが、当該共同利用にあたっては、上記

1.の法令等に基づき、共同利用者の範囲等の必要事項を定め、当行のホームページへの掲載等により、当該必要事項をご

本人が容易に知り得る状態に置くことといたします。

3.個人データの管理方法および漏洩等の防止等について
（1） 当行は、取得した個人データを適切に管理するため、上記1.の法令等に基づき、個人データを取り扱う部店ごとに管理者

を設置する等、組織的・人的・技術的な安全管理措置を講じることといたします。このうち、個人データの漏洩等に対して

は、不正アクセス対策、コンピュータウィルス対策等の適切な情報セキュリティ対策を講じることにより、その発生を防止

することといたします。

（2） 当行は、取得した個人データを正確かつ最新の内容にするよう常に適切な措置を講じるよう努力いたします。

4.保有個人データの開示、訂正等のご請求等について
（1） 当行は、上記1.の法令等に基づき、ご本人からの保有個人データ（注）の開示、利用目的の通知、訂正等、利用停止等お

よび第三者提供の停止（以下「開示、訂正等」といいます）のご請求を受付いたします。当該ご請求をご希望の場合は、当

行本支店にお申出いただければ、ご本人であることを確認させていただいたうえで、当行所定の書面をお渡しいたしますの

で、必要事項をご記入・押印のうえ、当行本支店にご提出ください。結果については、当行からご本人に対して書面により

ご連絡いたします。なお、当該ご請求のうち、開示のご請求および利用目的の通知のご請求の際は、当行所定の手数料をご

負担いただきます。

（注）『保有個人データ』とは、当行が開示、訂正等を行う権限を有する個人データです。

（2） 当行が行うダイレクトメールや電話によるご案内等のダイレクトマーケティングについて、ご本人がご希望されない場合

は当行本支店までお申出ください。ご本人であることを確認させていただいたうえで、直ちに取扱いを中止させていただき

ます。

5.個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関するご質問、苦情について
当行の個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関するご質問、苦情に対しては、下記の相談窓口で受付いたします。ご質

問に対しては、速やかにご回答することとし、苦情に対しては、迅速に事実関係等を調査したうえで、誠意をもって対処す

ることとします。

当行は、取得した個人データを正確かつ最新の内容にするよう常に適切な措置を講じるよう努力いたします。

〔個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関する相談窓口〕

〒840-8602 佐賀県佐賀市松原四丁目2番12号

株式会社 佐賀共栄銀行 皆さまの相談室

TEL 0120-058-352（受付時間：平日 午前9時～午後5時）

6.全国銀行個人情報保護協議会における苦情・相談について
当行は、全国銀行個人情報保護協議会の会員です。全国銀行個人情報保護協議会の苦情･相談窓口（銀行とりひき相談所）

では、会員の個人情報の取扱についての苦情･相談をお受けしております。

全国銀行個人情報保護協議会　　http://www.zenginkyo.or.jp/pdpc

【苦情・相談窓口】電話03-5222-1700またはお近くの銀行とりひき相談所

7.個人情報保護への取組みの維持・改善について
当行は、適切な法令等遵守体制を構築し、個人情報が上記の考え方・方針に基づき適正に取扱われるよう従業員への教

育・監督を徹底し、取扱いの状況を点検するとともに、継続的に上記の考え方・方針を見直し、個人情報保護への取組みを

改善していくこととします。

平成 17 年 4 月 1 日

株式会社佐賀共栄銀行

取締役頭取　山本孝之

「個人情報の利用目的」等の策定
個人情報の適正な取扱の基本事項である「個人情報の利用目的」、「個人情報の開示請求手続き」及び「苦情の

受付に関する事項」などを定めています。

※「個人情報の利用目的」等については、当行ホームページに公表しています。


